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税務情報 

国税庁 － マンションの評価方法に関する通達案の公表 

相続税等における財産の価額は、相続税法の規定により「財産の取得の時にお
ける時価による」こととされており、各種財産の具体的評価方法は財産評価基
本通達に定められていますが、居住用の区分所有財産（いわゆるマンション）
の相続税評価額については時価（市場売買価格）との大きな乖離が生じている
ケースも確認されています。 

こうした現状を受け、課税の公平を図るとともに納税者の予見可能性を確保す
るため、2022年 12月 16日に政府与党より公表された「令和 5年度税制改正大
綱」（PDF 632KB）P.21には、「相続税におけるマンションの評価方法について
は、相続税法の時価主義のもと、市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を
検討する」旨が記載されました。これに伴い、国税庁は本年 1月に「マンショ
ンに係る財産評価基本通達に関する有識者会議」（以下、有識者会議）を設置し、
マンションの相続税評価額に係る適正化の検討を行ってきました。 

7月 21日、国税庁は上記の有識者会議での検討結果を踏まえ、マンションの評
価方法に関する通達案を公表し、意見募集手続に付しました。（意見募集の締切
りは 8月 20日とされています。） 

 「居住用の区分所有財産の評価について」の法令解釈通達（案）に対する意
見公募手続の実施について 

この通達案では、居住用の区分所有財産について、以下のとおり評価すること
が示されています。 

【一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額】 

財産評価基本通達 25（1）に定める「自用地としての価額」に、以下の算式によ
る補正率を乗じて計算した価額を「自用地としての価額」とみなして評価する。 

 評価水準が 1を超える場合：補正率 = 評価乖離率 

 評価水準が 0.6未満の場合：補正率 = 評価乖離率 x 0.6 

【一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額】 

「自用家屋としての価額」（財産評価基本通達 89、89－2又は 92の定めにより
評価したその家屋の価額）に、以下の算式による補正率を乗じて計算した価額
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を「自用家屋としての価額」とみなして評価する。 

 評価水準が 1を超える場合：補正率 = 評価乖離率 

 評価水準が 0.6未満の場合：補正率 = 評価乖離率 x 0.6 

これにより、相続税評価額が市場価格理論値の 60%未満となっているもの（評
価乖離率が 1.67倍を超えるもの）については市場価格理論値の 60%となるよう
評価額が増額され、相続税評価額が市場価格理論値の 100％超となっているも
のについては市場価格理論値の 100%となるよう評価額が減額されることとな
ります。 

上記有識者会議の第 3回の「資料」（PDF 1,540KB）では、今回の評価方法の見
直しがイメージ図を用いてわかりやすく説明されています。 

また、意見募集手続に係るウェブサイトに掲載されている「居住用の区分所有
財産の評価について」の法令解釈通達（案）の概要」（PDF 71.3KB）によると、
この通達案による評価について、納税者が簡易に計算するためのツールが用意
される予定ということです。 

この通達案による評価は、2024年 1月 1日以後に相続、遺贈又は贈与により取
得した財産の評価に適用されることとなる見込みです。 

【用語の意義】 

評価水準 1を評価乖離率で除した値 

評価乖離率 以下の算式により求めた値 

評価乖離率 = A + B + C + D + 3.220 

A = 一棟の区分所有建物の築年数 x △0.033 

B = 一棟の区分所有建物の総階数指数 x 0.239（小数点以下
第 4位切捨て） 

C = 一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階 x 0.018 

D = 一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度 x △1.195

（小数点以下第 4位切上げ） 

築年数 一棟の区分所有建物の建築の時から課税時期までの期間 

（1年未満の端数は 1年） 

総階数指数 一棟の区分所有建物の総階数（地階を除く。）を 33で除した
値（小数点以下第 4位切捨て、1を超える場合は 1） 

一室の区分所
有権等に係る
敷地持分狭小
度 

一室の区分所有権等に係る敷地利用権の面積をその一室の
区分所有権等に係る専有部分の面積で除した値（小数点以下
第 4位切上げ） 
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